
R7．10 改訂 

健康保険の被扶養者を申請される方へ                                                  

住友商事健康保険組合 

 TEL：06－6220－6172 

被扶養者認定申請について 

 

健康保険の被扶養者になれる条件は、被保険者の収入で生計を維持されている三親等以内の親族の方です。 

健康保険の被扶養者に申請されるご家族（被申請者）の収入や同居の有無、生計維持関係等についての確証

をご提出いただき厳密な審査を受けていただきます。 

先ず、下記のフローチャートを参考にしていただき、申請可能と判断された方は当健保ホームページの健康保険

のしくみ＜健康保険に加入する人＜被扶養者認定に必要な書類をご確認のうえ、必要書類を添付して「被扶養

者認定申請書」を御社人事部宛にご提出ください。 
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YES 

NO 

申 請 は 可 能 で す 

健保にて、扶養能力・生計維持関係・扶養の必要性について 

公平かつ総合的に審査し、扶養の認否を判断します 

被保険者が被申請者の生計費の半分以上を負担している 

被申請者の収入が被保険者の半分未満である 

被申請者は、父母・祖父母・配偶者（内縁含む）・ 

子・孫・兄弟姉妹のいずれかである 
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NO 

そのご家族（被申請者）の年収は下記のとおりである 

19歳以上 23歳未満（配偶者除く）：150万円未満（月収 12万 5千円未満） 

※年齢はその年の 12 月 31 日現在の年齢 

60 歳未満：130 万円未満（月収 10 万 8 千円未満） 

60 歳以上または障害年金受給者：180 万円未満（月収 15 万円未満） 
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YES 

NO 

YES 

被申請者の年収以上の 

生計費を送金している 

※毎月送金必須  

※手渡しでは認められません 

同居している 

YES 

NO 

YES 

申 請 は で き ま せ ん 

被扶養者の資格がありません。 

YES 
NO 


